
 
 

令和８年度 郡山市木造住宅耐震改修助成制度のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心なまちづくりに向けて 

木造住宅の耐震改修工事の費用を補助します。 

次のすべてに該当する住宅 

●昭和５６年５月３１日以前に着工され、以後増築等ないもの 

●所有者若しくは賃借者が自ら居住する又は住宅購入予定者が自ら居住するために購入

する住宅 

（併用住宅の場合は住宅の部分の床面積が延べ面積の１／２以上のもの）であること 

●構造が、在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法であり、地上階数が３以下のもの 

●耐震診断により、耐震基準に適合しないと診断されたもの 

●過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないもの 

３ 補助の対象となる工事 

次のすべてに該当する方 

●対象となる木造住宅の個人所有者（共有の場合は、その代表者１名）、賃借者又

は住宅購入予定者 

●郡山市税を滞納していないこと 

（１）一般耐震改修工事  上部構造評点を１．０以上に改修する工事 

（２）簡易耐震改修工事  上部構造評点を０．７以上１．０未満に改修する工事 

（３）部分耐震改修工事  寝室など部分的な居室の改修工事（県の技術基準に適合） 

（４）現地建替工事    上部構造評点１．０未満の住宅を解体し、同一敷地内に住宅

を新築する工事 

 

４ 補助金の額 

※耐震改修工事に関連しない工事費用は補助の対象外となりますので、同時に行う場合は、

見積書の金額を分けて作成してください。 

≪重要≫ 

利用される方は、必ず事前相談のうえ申請してくださ

い。申請前に工事契約または工事着手した場合には、

補助対象になりませんので、ご注意ください。 

お問合せ・申し込み先 郡山市 開発建築法務課 TEL 024-924-2371 

（１）一般耐震改修工事費の４／５に相当する額（上限額１１５万円）  

（２）簡易耐震改修工事費の４／５に相当する額（上限額６９万円）  

（３）部分耐震改修工事費の４／５に相当する額（上限額６９万円）  

（４）現地建替工事費の４／５に相当する額（上限額１１５万円）  

 

 

 

   

※設計及び工事監理は、建築士の資格を有する方に依頼してください。 

※1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります 

２ 申し込みができる方 

１ 対象となる木造住宅 

HP アドレス：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/178732/.html 
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郡山市木造住宅耐震改修助成制度 フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・申し込み先 郡山市 開発建築法務課 TEL 024-924-2371 

 申 請 者 
【建築物の所有者】 

 工事施工者 
【耐震改修工事業者】 

 郡 山 市 
【開発建築法務課】 

※1交付決定通知書の受理前に 

工事契約又は工事着工した場

合、補助対象と出来なくなりま

すのでご注意ください。 

 補助金の受領 

 工 事 費 見 積 依 頼 

 工 事 契 約 

 工 事 着 手 

 補助金額の確定 

 補助金の交付 

 
（一般診断法又は精密診断法） 

倒壊する可能性がある 

結    果 

耐震診断の実施 

 交付決定通知書の受理※1 

  

 交付決定通知書の送付 

 事 前 相 談 

 報告書の審査  完了実績報告書の提出 

 工 事 完 了 

申請書の受理 補助金交付申請 

  報告書の審査、現地確認 中間確認報告書の提出 

 工事費支払（補助金交付前）※2 

※2本制度においては、申請者 

が工事施工業者へ工事費をお支

払いただいたことも確認した後

に補助金を申請者へ振込させて

いただきます。 

そのため、市から補助金が振

り込まれる前に、工事費を全額

お支払いいただく必要がありま

すのでご注意ください。 

（領収書の写し添付） 


